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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体液を採取するために生体表面に穿刺針を穿刺する穿刺機構であって、
　生体表面に当接する端部を有する当接部と、
　装着された穿刺針を突出させ、前記生体表面に穿刺する穿刺針押出し機構と、
　前記生体表面に当接する検出端部を有し、該検出端部が前記生体表面に押圧されること
により、前記当接部の端部により規定される基準面に対し変位するように設けられた変位
部材と、
　前記変位部材の変位量を検出する変位量検出手段と、
　検出された前記変位量に基づいて前記穿刺針の突出長を調整する突出長調整機構とを備
えたことを特徴とする穿刺機構。
【請求項２】
　前記変位量に基づいて前記穿刺針の突出長を調整するために、該突出長を設定する制御
手段を有する請求項１に記載の穿刺機構。
【請求項３】
　前記変位部材は、棒状をなし、その一端面が前記検出端部を構成する請求項１または２
に記載の穿刺機構。
【請求項４】
　前記当接部は、凸条で構成されている請求項１ないし３のいずれかに記載の穿刺機構。
【請求項５】
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　前記当接部への前記生体表面の押し付け圧力を検出する圧力検出手段を有し、
　前記制御手段は、検出された前記変位量および前記押し付け圧力に基づいて前記穿刺針
の突出長を設定する請求項１ないし４のいずれかに記載の穿刺機構。
【請求項６】
　前記当接部は、凸条で構成されており、前記圧力検出手段は、前記凸条と一体的に設け
られている請求項５に記載の穿刺機構。
【請求項７】
　前記穿刺針押出し機構は、前記穿刺針を押し出すプッシュロッドと、前記プッシュロッ
ドを押し出す方向に付勢する付勢部材とを有し、
　前記突出長調整機構は、前記プッシュロッドに設けられた係止部に当接して前記プッシ
ュロッドの移動量を制限する変位可能に設置されたストッパーを有し、該ストッパーの変
位により前記穿刺針の突出長を調整する請求項１ないし６のいずれかに記載の穿刺機構。
【請求項８】
　前記ストッパーは、前記プッシュロッドの移動方向に垂直な面内で移動または回転可能
に設置され、移動または回転することにより前記プッシュロッドの移動量が変化するよう
に、その厚さが異なる部分を有している請求項７に記載の穿刺機構。
【請求項９】
　前記ストッパーは、回転可能に設置され、外周部に複数の歯を有する円盤状の部材で構
成され、
　前記突出長調整機構は、前記ストッパーの歯と噛み合ってこれを回転させるピニオンギ
アを有する請求項７または８に記載の穿刺機構。
【請求項１０】
　請求項１ないし９のいずれかに記載の穿刺機構を備えたことを特徴とする穿刺装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし９のいずれかに記載の穿刺機構を備え、採取された体液中の所定成分の
量および／または性質を測定する機能を有することを特徴とする成分測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば血糖測定装置などに適用される穿刺機構、穿刺装置および成分測定装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、糖尿病患者の増加に伴い、日常の血糖値の変動を患者自身がモニターする自己血
糖測定が推奨されてきている。この血糖値の測定には、血液中のブドウ糖量を簡便に測定
する血糖測定装置が用いられる。この測定に先立ち、患者は、自分の血液を採取する必要
がある。血液を採取する方法としては、穿刺針により指先の皮膚を穿刺した後、その穿刺
部周辺を指等で圧迫して血液を絞り出すことが行われる。
【０００３】
　絞り出された血液は試験紙や電極チップに点着され、酵素反応によって生じた色素の発
色または電流値を計測し血糖値へと換算される。当出願人は、取り扱いの簡便性を目指し
て、穿刺針付きチップとセンサチップを一体化させたチップの開発を行っている（特願２
００３－０１８１４７号、特願２００３－１２４８４７号）。
【０００４】
　穿刺針で指先を穿刺する際には、穿刺針付きチップを穿刺装置に装着し、穿刺装置を作
動させることにより穿刺針を突出させ、指腹を穿刺する（例えば、特許文献１参照）。こ
の場合、穿刺針を適度な深さまで穿刺する必要がある。皮膚表面からの穿刺深さが浅すぎ
ると血液が出ず、逆に深すぎると痛みが増大するからである。
【０００５】
　しかしながら、従来の装置では、この穿刺深さが適度にならない場合がある。例えば、
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指腹の皮膚が柔らかい人の場合には、皮膚が穿刺針側に盛り上がるので穿刺針が深く入り
すぎてしまったり、逆に、指腹の皮膚が硬い人の場合には、皮膚の盛り上がりが少ないの
で、穿刺深さが浅くなってしまったりする場合がある。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２４５７１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、穿刺部位の生体表面の硬軟等の条件にかかわらず、適度な穿刺深さが
得られる穿刺機構、穿刺装置および成分測定装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このような目的は、下記（１）～（１１）の本発明により達成される。
　（１）　体液を採取するために生体表面に穿刺針を穿刺する穿刺機構であって、
　生体表面に当接する端部を有する当接部と、
　装着された穿刺針を突出させ、前記生体表面に穿刺する穿刺針押出し機構と、
　前記生体表面に当接する検出端部を有し、該検出端部が前記生体表面に押圧されること
により、前記当接部の端部により規定される基準面に対し変位するように設けられた変位
部材と、
　前記変位部材の変位量を検出する変位量検出手段と、
　検出された前記変位量に基づいて前記穿刺針の突出長を調整する突出長調整機構とを備
えたことを特徴とする穿刺機構。
【０００９】
　（２）　前記変位量に基づいて前記穿刺針の突出長を調整するために、該突出長を設定
する制御手段を有する上記（１）に記載の穿刺機構。
【００１０】
　（３）　前記変位部材は、棒状をなし、その一端面が前記検出端部を構成する上記（１
）または（２）に記載の穿刺機構。
【００１１】
　（４）　前記当接部は、凸条で構成されている上記（１）ないし（３）のいずれかに記
載の穿刺機構。
【００１２】
　（５）　前記当接部への前記生体表面の押し付け圧力を検出する圧力検出手段を有し、
　前記制御手段は、検出された前記変位量および前記押し付け圧力に基づいて前記穿刺針
の突出長を設定する上記（１）ないし（４）のいずれかに記載の穿刺機構。
【００１３】
　（６）　前記当接部は、凸条で構成されており、前記圧力検出手段は、前記凸条と一体
的に設けられている上記（５）に記載の穿刺機構。
【００１４】
　（７）　前記穿刺針押出し機構は、前記穿刺針を押し出すプッシュロッドと、前記プッ
シュロッドを押し出す方向に付勢する付勢部材とを有し、
　前記突出長調整機構は、前記プッシュロッドに設けられた係止部に当接して前記プッシ
ュロッドの移動量を制限する変位可能に設置されたストッパーを有し、該ストッパーの変
位により前記穿刺針の突出長を調整する上記（１）ないし（６）のいずれかに記載の穿刺
機構。
【００１５】
　（８）　前記ストッパーは、前記プッシュロッドの移動方向に垂直な面内で移動または
回転可能に設置され、移動または回転することにより前記プッシュロッドの移動量が変化
するように、その厚さが異なる部分を有している上記（７）に記載の穿刺機構。
【００１６】
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　（９）　前記ストッパーは、回転可能に設置され、外周部に複数の歯を有する円盤状の
部材で構成され、
　前記突出長調整機構は、前記ストッパーの歯と噛み合ってこれを回転させるピニオンギ
アを有する上記（７）または（８）に記載の穿刺機構。
【００１８】
　（１０）　上記（１）ないし（９）のいずれかに記載の穿刺機構を備えたことを特徴と
する穿刺装置。
【００１９】
　（１１）　上記（１）ないし（９）のいずれかに記載の穿刺機構を備え、採取された体
液中の所定成分の量および／または性質を測定する機能を有することを特徴とする成分測
定装置。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、穿刺部位の生体表面の硬軟等の条件にかかわらず、適度な穿刺深さが
得られる。よって、生体表面からの穿刺深さが浅すぎて体液が出なかったり、逆に深すぎ
て激しい痛みが生じたりするのを確実に防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の穿刺機構、穿刺装置および成分測定装置を添付図面に示す好適な実施形
態に基づいて詳細に説明する。
【００２２】
　＜第１実施形態＞
  図１は、本発明の成分測定装置を血糖測定装置に適用した場合の実施形態を示す斜視図
、図２は、図１に示す血糖測定装置のブロック図である。
【００２３】
　図１に示す血糖測定装置１は、本発明の穿刺機構３を備え、この穿刺機構３により生体
表面（以下、手の指腹Ｆで代表する）を、穿刺針付きチップ（以下、単に「チップ」と言
う）１００内の穿刺針１０１で穿刺して血液を出させるとともに、その血液中の血糖を測
定する装置である。
【００２４】
　図１に示すように、血糖測定装置１は、細長いボディー１１を有している。ボディー１
１の側面には、例えば液晶表示素子（ＬＣＤ）等で構成された表示部１３が設置されてい
る。この表示部１３には、例えば、電源のオン／オフ、電源電圧（電池残量）、測定値、
測定日時、エラー表示、操作ガイダンス等を表示することができる。また、ボディー１１
の側面には、操作部（スイッチ）１４が設けられている。この操作部１４を押圧すること
により、穿刺機構３が作動するように構成されている。
【００２５】
　血糖測定装置１を使用する際には、ボディー１１の先端部に形成された開口部１２に、
チップ（体液採取具）１００を挿入して装着する。
【００２６】
　チップ１００は、先端に板状の一対のガイド１０２を有するハウジング（図示せず）と
、このハウジング内に収納された穿刺針１０１と、血糖を検出するセンサとしての試験紙
（膜）１０３とを有している。
【００２７】
　試験紙１０３は、血液中のブドウ糖を検出し得るものであり、血液を吸収可能な担体（
吸収体）に、発色試薬を担持してなるものである。この担体は、好ましくは多孔性膜で構
成されている。この場合、多孔性膜は、血液中の赤血球を濾過できる程度の孔径を有する
ものが好ましい。
【００２８】
　チップ１００を血糖測定装置１に装着した状態では、一対のガイド１０２が開口部１２
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から露出した状態となり、このガイド１０２の先端に指腹Ｆを当てる。この状態で操作部
１４を押圧すると、穿刺機構３の駆動により、一対のガイド１０２の間から穿刺針１０１
が突出し、指腹Ｆを穿刺する。穿刺孔から出た血液は、チップ１００に形成された流入口
より流入して、試験紙１０３上へ供給される。なお、穿刺機構３の詳細については、後述
する。
【００２９】
　図２に示すように、血糖測定装置１は、電気回路的構成として、例えばマイクロコンピ
ュータ等で構成された制御部（制御手段）４０と、制御部４０の動作タイミングをとるク
ロック信号を発振する発振部４１と、電池で構成された電源部４２と、電源電圧検出部４
３と、データ記憶部４４と、測定部４５と、温度検出部４６と、時計部４７と、ブザー出
力部４８とを有している。
【００３０】
　制御部４０は、血液が採取されたか否かの判別等や、血糖測定装置１の諸動作を制御す
る。また、この制御部４０は、測定部４５からの信号に基づいて血液中のブドウ糖量（血
糖値）を算出する演算部を内蔵している。
【００３１】
　測定部４５は、試験紙１０３に血液が供給（採取）されるのを光学的に検出するととも
に、試験紙１０３に展開された血液中のブドウ糖量を光学的に測定するものである。測定
部４５は、発光素子（発光ダイオード）および受光素子（フォトダイオード）を有し、発
光素子が放った光を試験紙１０３に照射し、その反射光を受光素子で受光し光電変換する
。受光素子の出力信号は、増幅、Ａ／Ｄ変換されて、制御部４０に入力される。
【００３２】
　制御部４０では、入力された信号に基づいて、血液が採取されたか否か、すなわち、血
液が試験紙１０３に展開されたか否かを判別する。また、制御部４０では、入力された信
号に基づき、所定の演算処理を行い、温度検出部４６により検出された温度等に基づく補
正計算を行って、血液中のブドウ糖の量（血糖値）を求める。求められた血糖値は、表示
部１３に表示される。
【００３３】
　なお、本発明では、成分測定の方式は、センサとしての試験紙１０３に対し光学的に測
色を行う上記のような方式に限らず、いかなる測定方式でもよく、例えば、センサとして
電極を用いて電気的に測定する方式でもよい。
【００３４】
　図３は、本発明の穿刺機構の第１実施形態を模式的に示す断面図、図４および図５は、
それぞれ、図３に示す穿刺機構の基準面に指腹を当てた状態を示す断面図である。以下、
これらの図に基づいて、血糖測定装置１が備える穿刺機構３の構成について説明する。な
お、以下の説明では、図３中の上側を「先端」、下側を「基端」と言う。
【００３５】
　図３に示す穿刺機構３は、指腹Ｆに当接し得る端部３１１を有する当接部３１と、穿刺
針押出し機構３２と、変位部材３３と、変位部材３３の変位量を検出する変位量検出手段
（検出部）３４と、穿刺針１０１の突出長を調整する突出長調整機構３５とを有している
。
【００３６】
　ここで、変位部材３３と変位量検出手段３４は、生体表面の盛り上がり部分の状態を検
出する生体表面検出手段としての機能を有する。また、突出長とは、基準面Ｓに対して先
端側に突出する針先部分の長さを意味する。
【００３７】
　図１および図３に示すように、当接部３１は、ボディー１１の先端部に設置された凸条
で構成されており、この凸条の頂面が端部３１１を構成している。端部３１１の高さは、
チップ１００のガイド１０２の端面とほぼ同じになっており、指腹Ｆは、端部３１１とガ
イド１０２との双方に当接する（図１）。なお、図１の構成では、当接部３１は、コ字状
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になっているが、このような形状に限らず、半円形などの形状でもよい。また、当接部３
１の端部３１１は、幅が広く、面をなすものでもよく、幅が細く、線状のものでもよい。
このような当接部３１の端部３１１により、基準面Ｓが規定される。基準面Ｓは、図３に
示すように、端部３１１から空間上に延長された面を言う。
【００３８】
　穿刺針押出し機構３２は、穿刺針１０１の基端側に固定されたハブ１０４の基端部を保
持する保持部３２１と、保持部３２１に連結されたプッシュロッド３２２と、穿刺針１０
１をプッシュロッド３２２を介して押し出す方向（先端方向）に付勢する付勢部材として
のコイルバネ３２３とを有している。また、図示を省略するが、穿刺動作によって突出し
た穿刺針１０１の針先を引き戻すための戻しバネを有することが好ましい。
【００３９】
　図３の状態では、コイルバネ３２３は圧縮状態になっていて穿刺針１０１を突出させる
力を蓄えた状態になっているとともに、図示しない規制部材によってプッシュロッド３２
２の先端方向への移動が規制されている。操作部１４が操作されると、この規制が解除さ
れ、コイルバネ３２３が伸長して穿刺針１０１が突出して、指腹Ｆに穿刺される。
【００４０】
　変位部材３３は、穿刺針１０１とほぼ平行に配置された棒状の部材であり、基準面Ｓに
対し変位するように設けられている。この変位部材３３の先端の検出端部３３１は、指腹
Ｆに当接する。変位部材３３は、その長手方向に移動可能に設置されており、検出端部３
３１が基準面Ｓより出っ張った状態から、検出端部３３１が基準面Ｓより引っ込んだ状態
まで移動可能になっている。
【００４１】
　図示の構成では、変位部材３３の先端の検出端部３３１は、基準面Ｓと平行な平面とし
て表されているが、これに限定されるものではなく、斜面形状や突起形状であっても良い
。
【００４２】
　図示の構成では、変位部材３３は、当接部３１の内側近傍に配置されている。また、変
位部材３３の基端側には、変位部材３３が引っ込んだときに元に戻す方向（先端方向）へ
付勢する付勢部材としてのコイルバネ３３２が設置されている。
【００４３】
　この変位部材３３は、検出端部３３１が指腹Ｆに押圧されることにより、引っ込むよう
に移動し、指腹Ｆを離すとコイルバネ３３２が伸長することにより元の位置に戻る。
【００４４】
　変位量検出手段３４は、変位部材３３の変位量を検出し、その検出結果は制御部４０へ
入力される。変位量検出手段３４は、いかなる構成のものでもよく、例えば可変抵抗を用
いて検出するものや光学的に検出するものとすることができる。
【００４５】
　また、生体表面の盛り上がり部分の状態を検出する生体表面検出手段としては、上記変
位部材３３と変位量検出手段３４を用いる場合に限定されず、直接的に生体表面に電磁波
（光、電波など）や音波、超音波などを照射し反射量を計測することによっても、生体表
面の位置、形状さらに変位量の測定が可能である。
【００４６】
　図４に示すように、指腹Ｆの皮膚が柔らかい人の場合や、指腹Ｆを端部３１１に強く押
し付けた場合には、指腹Ｆが基準面Ｓを超えて穿刺針１０１側に大きく盛り上がる。すな
わち、指腹Ｆの盛り上がり部分Ｆ１が大きくなる。この状態では、変位部材３３の変位量
が大きい。
【００４７】
　これに対し、図５に示すように、指腹Ｆの皮膚が硬い人の場合や、指腹Ｆを端部３１１
に軽く当てただけの場合には、指腹Ｆはあまり盛り上がらず、盛り上がり部分Ｆ１は小さ
い。この状態では、変位部材３３の変位量が小さい。
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【００４８】
　このようにして、変位部材３３の変位量を変位量検出手段３４で検出することにより、
指腹Ｆの穿刺針１０１側に盛り上がった盛り上がり部分Ｆ１の状態を検出することができ
る。
【００４９】
　図３に示すように、突出長調整機構３５は、回転可能に設置された円盤状（リング状）
の回転ストッパー３５１と、プッシュロッド３２２の途中に固定された係止部３５２と、
回転ストッパー３５１の外周部に形成された複数の歯と噛み合うピニオンギア３５３と、
ピニオンギア３５３を回転駆動する作動部３５４とを有している。
【００５０】
　プッシュロッド３２２がコイルバネ３２３の付勢力によって押し出されたとき、プッシ
ュロッド３２２は、係止部３５２が回転ストッパー３５１に当接するまで移動する。これ
により、プッシュロッド３２２の移動量が制限され、穿刺針１０１の突出長も制限される
。
【００５１】
　回転ストッパー３５１は、図３中の左側では厚さが厚く、同図中の右側に向かって厚さ
が薄くなる形状になっている。よって、作動部３５４を作動させて回転ストッパー３５１
を回転させると、係止部３５２が突き当たる部分の回転ストッパー３５１の厚さが変化し
て、プッシュロッド３２２の移動量が変化する。このようにして、突出長調整機構３５は
、穿刺針１０１の突出長を調整（変更）することができる。
【００５２】
　なお、ストッパーとしては、上記のような回転ストッパー３５１に限定されず、プッシ
ュロッド３２２の移動方向に垂直な面内で直線的に移動するものであってもよい。例えば
、片側の縁部にピニオンギアと噛み合う歯（ラック）を有する板状ストッパーを用いるこ
ともできる。また、ストッパーは、その厚さが連続的に変化するものに限定されず、段階
的に変化するものであってもよい。
【００５３】
　制御部４０は、変位量検出手段３４により検出された変位部材３３の変位量に基づき、
穿刺針１０１の突出長を設定する。図６は、このときの、基準面Ｓ－検出端部３３１間の
距離Ｄと、穿刺針１０１の突出長の設定値との関係を示すグラフである。なお、距離Ｄの
符号は、検出端部３３１が基準面Ｓよりも基端側（穿刺針１０１側）にある図４のような
状態のときをプラス、その逆のときをマイナスとしている。また、穿刺針１０１の突出長
は、穿刺針１０１の先端の、基準面Ｓに対する突出長を言うものとする。
【００５４】
　制御部４０は、図６に示すように、距離Ｄが大きいほど穿刺針１０１の突出長が小さく
なるように設定する。次いで、制御部４０は、設定された突出長に基づいて作動部３５４
を作動させ、回転ストッパー３５１を回転させる。これにより、設定された突出長が実現
する状態となる。すなわち、この状態で操作部１４を操作すると、穿刺針１０１が設定さ
れた突出長の分だけ突出する。
【００５５】
　以上のような制御を行うことにより、図４のように指腹Ｆの盛り上がり部分Ｆ１が大き
い場合には、穿刺針１０１の突出長が小さくなり、図５のように指腹Ｆの盛り上がり部分
Ｆ１が小さい場合には、穿刺針１０１の突出長が大きくなる。よって、いずれの場合でも
、穿刺針１０１が穿刺されたときの指腹Ｆの表面から穿刺針１０１の先端までの穿刺深さ
がほぼ一定となるので、穿刺深さが浅すぎて血液が出なかったり、逆に穿刺深さが深すぎ
て激しい痛みを生じたりするようなことを確実に防止することができる。
【００５６】
　なお、図６に示す例では、距離Ｄの変化に応じて穿刺針１０１の突出長を徐々に変化さ
せる関係としているが、このような関係に限らず、図７に示すように、距離Ｄの変化に応
じて穿刺針１０１の突出長を段階的に変化させる関係としてもよい。
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【００５７】
　また、本発明では、穿刺針１０１の突出長を患者個人の症例や好みに合わせてマニュア
ル操作で調節できる機構が設けられていてもよい。その場合、制御部４０は、マニュアル
操作で調節された突出長に対し、検出された距離Ｄに基づいて補正を行うことによって、
穿刺針１０１の突出長を設定することとしてもよい。例えば、距離Ｄに応じ、図８に示す
ようなグラフで定まる補正突出長の分だけマニュアル設定値を増減して、突出長を設定す
ることとしてもよい。
【００５８】
　＜第２実施形態＞
  図９は、本発明の穿刺機構の第２実施形態を模式的に示す断面図、図１０は、図９に示
す穿刺機構を備えた血糖測定装置のブロック図、図１１は、指腹Ｆの押し付け圧力と、穿
刺針１０１の補正突出長との関係を示すグラフである。
【００５９】
　以下、これらの図を参照して本発明の第２実施形態について説明するが、前記第１実施
形態との相違点を中心に説明し、同様の事項はその説明を省略する。
【００６０】
　図９に示すように、本実施形態の穿刺機構３’は、当接部３１（端部３１１）への指腹
Ｆの押し付け圧力を検出する圧力センサ（圧力検出手段）３６を有している。図示の構成
では、圧力センサ３６は、当接部３１を構成する凸条の根元部に一体的に埋設されており
、これにより、圧力を精度良く検出することができるとともに、構造の簡素化が図れる。
【００６１】
　図１０に示すように、圧力センサ３６の検出信号は、圧力検出部３７を介して制御部４
０に入力される。制御部４０は、入力された指腹Ｆの押し付け圧力の値に応じ、図１１に
示すような関係に基づいて、補正突出長を算出する。このとき、押し付け圧力が小さい場
合には、補正突出長はマイナスの値であり、押し付け圧力が大きくなるにしたがい、補正
突出長はゼロに近づき、さらにはプラスの値となる。
【００６２】
　制御部４０は、図６または図７の関係に基づいて得た穿刺針１０１の突出長の設定値を
、図１１に基づいて得た補正突出長の分だけ増減し、最終的な突出長を設定する。すなわ
ち、指腹Ｆの押し付け圧力が小さい場合には、穿刺針１０１の突出長が前記第１実施形態
のときより小さくなるように補正し、逆に、指腹Ｆの押し付け圧力が大きい場合には、穿
刺針１０１の突出長が前記第１実施形態のときより大きくなるように補正する。
【００６３】
　上記のような補正を行うことにより、次のような利点がある。指腹Ｆの盛り上がり部分
Ｆ１の盛り上がり方が同じでも、皮膚が柔らかい人では押し付け圧力が弱くなり、皮膚が
硬い人では押し付け圧力が強くなる。皮膚が柔らかい場合は皮膚が薄いので、その分だけ
上記のようにして穿刺針１０１の突出長を少なくする補正を行うことにより、穿刺深さが
深くなりすぎて激しい痛みが生じるのをより確実に防止することができる。逆に、皮膚が
硬い場合は皮膚が厚いので、その分だけ上記のようにして穿刺針１０１の突出長を多くす
る補正を行うことにより、穿刺深さが浅すぎて血液が出ないようなことをより確実に防止
することができる。
【００６４】
　＜第３実施形態＞
  図１２は、本発明の穿刺装置の実施形態を示す斜視図である。
【００６５】
　図１２に示す穿刺装置２は、前述した穿刺機構３または３’と同様の穿刺機構を備える
ものであり、血糖を測定する機能を有さず、穿刺専用の装置である。この穿刺装置２にお
ける当接部３１は、円形の凸条で構成されており、その内側近傍に変位部材３３が配置さ
れている。患者は、この穿刺装置２を用いて指腹Ｆを穿刺して血液を出させた後、別個の
血糖測定器を用いてその血液中の血糖値を測定する。
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【００６６】
　この穿刺装置２のように、本発明の穿刺機構は、穿刺専用の装置に適用することもでき
る。
【００６７】
　以上、本発明の穿刺機構、穿刺装置および成分測定装置を図示の実施形態について説明
したが、本発明は、これに限定されるものではなく、穿刺機構、穿刺装置および成分測定
装置を構成する各部は、同様の機能を発揮し得る任意の構成のものと置換することができ
る。また、任意の構成物が付加されていてもよい。
【００６８】
　また、本発明では、穿刺する部位は指腹に限らず、生体表面のいかなる部位でもよく、
例えば、掌、腕、大腿、腹、耳朶などの部位に対しても使用可能である。また、成分測定
装置が測定する生体成分は、ブドウ糖に限らず、いかなる成分でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の成分測定装置を血糖測定装置に適用した場合の実施形態を示す斜視図で
ある。
【図２】図１に示す血糖測定装置のブロック図である。
【図３】本発明の穿刺機構の第１実施形態を模式的に示す断面図である。
【図４】図３に示す穿刺機構の基準面に指腹を当てた状態を示す断面図である。
【図５】図３に示す穿刺機構の基準面に指腹を当てた状態を示す断面図である。
【図６】基準面－検出端部間の距離と、穿刺針の突出長の設定値との関係を示すグラフで
ある。
【図７】基準面－検出端部間の距離と、穿刺針の突出長の設定値との関係を示すグラフで
ある。
【図８】基準面－検出端部間の距離と、補正突出長との関係を示すグラフである。
【図９】本発明の穿刺機構の第２実施形態を模式的に示す断面図である。
【図１０】図９に示す穿刺機構を備えた血糖測定装置のブロック図である。
【図１１】指腹の押し付け圧力と、穿刺針の補正突出長との関係を示すグラフである。
【図１２】本発明の穿刺装置の実施形態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　　　　　　血糖測定装置
　１１　　　　　ボディー
　１２　　　　　開口部
　１３　　　　　表示部
　１４　　　　　操作部
　２　　　　　　穿刺装置
　３　　　　　　穿刺機構
　３１　　　　　当接部
　３１１　　　　端部
　３２　　　　　穿刺針押出し機構
　３２１　　　　保持部
　３２２　　　　プッシュロッド
　３２３　　　　コイルバネ
　３３　　　　　変位部材
　３３１　　　　検出端部
　３３２　　　　コイルバネ
　３４　　　　　変位量検出手段（検出部）
　３５　　　　　突出長調整機構
　３５１　　　　回転ストッパー
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　３５２　　　　係止部
　３５３　　　　ピニオンギア
　３５４　　　　作動部
　３６　　　　　圧力センサ
　３７　　　　　圧力検出部
　４０　　　　　制御部
　４１　　　　　発振部
　４２　　　　　電源部
　４３　　　　　電源電圧検出部
　４４　　　　　データ記憶部
　４５　　　　　測定部
　４６　　　　　温度検出部
　４７　　　　　時計部
　４８　　　　　ブザー出力部
　１００　　　　チップ
　１０１　　　　穿刺針
　１０２　　　　ガイド
　１０３　　　　試験紙
　１０４　　　　ハブ
　Ｆ　　　　　　指腹
　Ｆ１　　　　　 盛り上がり部分
　Ｓ　　　　　　基準面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】
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